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ヒトはがんになりやすい

• 男性は二人に一人、女性は3人に一人ががん
になる

• がんは好発部位、好発年齢がある
• 子供、青年期にもがんは発生するが、多くは
遺伝子異常の蓄積した60歳以上の高齢者に発
生する

• 危険因子に曝された後にがんは発生する
• 多重がんも珍しくは無い



天寿がんー北川前癌研所長の提唱

• 自然経過の中で死に至るがん

症例１：98歳、男性、死亡4ヶ月前に症状
胃と食道のがんが解剖で見つかる

症例２：92歳、女性、2回の手術でＢ型肝炎
１０ｃｍ肝がんが死亡６ヶ月前まで無症状

定義：男性は85歳以上、女性は90歳以上で最小
の障害で平穏な死に至るがん



我が国の癌対策

• １９０８年 癌研究会（有明病院の前身）の設立
• １９６２年 国立がん・兵庫県がんセンターの設立
• １９８４年 対がん１０ヵ年総合戦略
• １９９４年 がん克服１０ケ年戦略
• ２００２年 がん診療拠点病院の指定（４４病院）
• ２００４年 第三次対がん1０ヵ年総合戦略
• ２００５年 がん医療水準均てん化の推進に

関する検討会答申
• ２００７年 がん対策基本法の施行



がん対策基本法の超党派成立

• ２００５年 公明党の浜四津代表代行
が参院で「がん対策法」制定提案

• 民主党古川議員衆院「がん対策基本法
の骨格」を質問 ４月民主党法案提出

• ５月自民党と公明党 衆議院に法案提
出

• 一本化 民主党山本孝史議員が自ら

がん患者であることを公表 ６月一気
にまとまる



がん対策基本法：基本的施策

• がんの予防･早期発見の推進

検診の質の向上
• がん医療の均てん化の促進等

医師、その他医療従事者の育成
療養生活の質の向上

• 研究の推進等

医薬品の早期承認・治験の促進



基本計画への患者団体意見
（国）

１）基本計画は患者が納得できるがん医療を
実現するためのものである。

２）がんの検診から治療が終了するまで、継続
して提供される医療の実現

３）普段の生活に近い時間を生み出すがん医療
の提供

４）自分に適切なケアを選択するために必要な
情報と機会の確保



がん対策推進協議会（国）

• 基本計画の作成（平成19年6月閣議決定）
１）癌死亡者を１0年間で２０％減少させる
２）全てのがん患者の早期からの苦痛の軽減
３）全てのがんの検診率５０％増加
４）放射線療法では医師の数の増加は難しい面

があるので10年後の治療患者数を倍にする
５）がん登録の法制化
６）喫煙（３年で未成年の喫煙率を０％にする）



兵庫県がん診療連携拠点病院
• 阪神北：近畿中央病院
• 阪神南：関西労災病院、★兵庫医科大学病院
• 神戸： 神戸大学医学部付属病院、
• 神戸市立医療センター中央市民病院
• 東播磨：兵庫県立がんセンターが全県型と兼ねる
• 北播磨：★西脇市民病院
• 西播磨：姫路赤十字病院、姫路医療センター
• 西播磨：赤穂市民病院
• 淡路： 兵庫県立淡路病院
• 但馬： 豊岡病院
• 丹波： ★兵庫県立柏原病院

★病院は平成20年2月指定、他の病院は平成１９年１月指
定



兵庫県がん診療連携協議会
第一回 5月19日 第二回 9月29日

• 拠点病院1３病院長
• 県医師会，県歯科医師会、薬剤師、看護師、
放射線等の会長、患者団体の代表

• 兵庫県立がんセンターのスタッフ、議長の
必要と認めたもの

• 幹事会に４つの部会設置（セミナーなど）
研修教育、情報連携、がん登録、緩和



兵庫県のがん対策推進計画
平成20年度末制定

・がん死亡率の低減（平成２４年度末）
年齢調整死亡率１６％（900名）減少

・がん検診受診率５０％以上（現在１０～
２０％台）

・がんになっても元気で安心して生活できる社
会の構築（平成２４年度末）
がん在宅看取り率１２％以上（現在８％台）
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